
放課後児童健全育成事業の確保方策（案）について

【事業の内容】

【平成２５年度　実績】

【今後の方向性】

・放課後児童健全育成事業（学童保育）の確保方策（案）

　　小学校３年生までを対象とした事業の際に待機児童はいませんでした。

　　平成27年度以降は、事業の対象者が小学６年生まで拡大されることとなりました。このことを前提に実施した
　ニーズ調査により量の見込みが設定されています。
　　１３の小学校地区のうち、７地区において、利用希望者が現在の定員を超える見込みです。これらの施設において
　は、学校施設（放課後に学童保育所として活用できる余裕教室など）の借用等により量の見込みに対応する確保を
　目指していきます。
　　その他の６地区では現行の事業実施により、量の見込みに対応できる予定です。
　　なお、いずれの地区においても、利用状況を踏まえ、保育の質を確保しながら、定員の拡大や弾力化なども検討して
　いきます。
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　　保護者の就労などの理由で、放課後や長期休業中に保護者不在の小学生に対して、自主性、社会性及び創造性の
　向上や基本的な生活習慣の確立等を図り、健全な育成を図る事業です。
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